
第２条（目的）
「犠牲者ゼロの実現」から「地域や住
民が命を守るために主体的に行動する
ことで円滑な広域避難の実施につなげ
被害最小化を目指すこと」へ変更
第３条（組織）
「１名」から「１名以上」へ変更
第７条（事務局）
「調査課」から「流域治水課」へ変更
別表１ プロジェクト構成員
アドバイザーに加藤教授を追加
別表２ プロジェクト幹事会構成員
海津市・津島市の機関名変更、同上

■ 規約改定について

本会では、各機関からの意見を踏まえ修正した、改定規約と「木曽三川下流部 高潮・洪水災害広域避難計画策定に向けたアクションプ
ラン」の改定骨子（案）について幹事会構成員から承認を得た。また、各市町村・各県の広域避難に関する取組状況と課題について、情報
共有を行った。最後に、令和8年1月に実施する本会議・シンポジウムに向け、当日の進行について説明を行った。

木曽三川下流部広域避難実現プロジェクト
令和7年度第2回 幹事会 開催概要

木曽川下流河川事務所

◆日時：令和７年１１月１９日（水）15：30～17：00
◆場所：木曽川下流河川事務所 1F 会議室およびWEB会議方式（Teamsを活用）
◆参加機関：海津市、愛西市、津島市、弥富市、蟹江町、飛島村、桑名市、木曽岬町、

木曽川下流河川事務所
【アドバイザー】東京大学大学院 情報学環総合防災情報研究センター 特任教授 片田 敏孝

東京大学 生産技術研究所 教授 加藤 孝明
【オブザーバー】愛知県海部県民事務所、岐阜県西濃県事務所、三重県桑名地域防災総合事務所、

名古屋地方気象台、岐阜地方気象台、津地方気象台、
中部地方整備局水災害対策センター

■ 各機関の取組状況及び課題の共有

■議事
１．開会
２．開会あいさつ
３．規約改定について
４．アクションプランの改定骨子(案)
５．各機関の取組状況及び課題の共有
６．今後の予定（シンポジウムの進行案含む）

について
７．閉会

各機関の広域避難に関する取組と課題について共有し、
より一層の取組の効果的な進捗を図った。

●（例）津島市

■ 今後の予定（シンポジウムの進行案含む）について

2026年1月17日に開催されるランチミーティング・本会議・シンポ
ジウムについて、当日の進行を説明し、各機関での調整を依頼した。■ アクションプランの改定骨子（案）

以下の改定内容について、幹事会構成員
から承認を得た。

近年の動向を踏まえたアクションプランの改定骨
子（案）について、幹事会構成員から承認を得た。

“犠牲者ゼロ”を実現するための広域避難誘導

これまで：行政サービス

自ら避難判断する住民を行政が全力でサポート

これから：行政サポート

国民の主体的な
行動が必要

Ｒ３
災害対策法改正

加藤教授 片田特任教授 川上事務所長

会場の様子


